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第３７回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  平成２９年１０月２３日（月）１０：００～１１：３５ 

 

２．場 所  中央合同庁舎第４号館１階共用１２３会議室 

 

３．出席者  内閣府原子力委員会 

        岡委員長、中西委員 

       関係機関 

        原子力発電環境整備機構技術部長 川野晃 

        高度情報科学技術研究機構 データベース部長 谷正之 

        電気事業連合会広報部長 竹内謙介 

        電力中央研究所副所長 横尾健 

        日本原子力学会副会長 岡嶋成晃 

        日本原子力産業協会政策・コミュニケーション部長 野田宏 

        日本原子力研究開発機構理事 三浦幸俊 

        日本原子力研究開発機構 中村秀夫 

        日本原子力文化財団事務局次長 船越誠 

        日本電機工業会原子力部長 多田伸雄 

        量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 

        放射線防護情報統合センターチームリーダー 吉永信治 

        エネルギーコンサルタント 宮沢龍雄 

       政府関係機関 

        資源エネルギー庁原子力政策課課長 松野大輔 

        原子力規制庁 放射線防護企画課企画調整官 寺谷俊康 

        原子力規制庁 放射線防護企画課課長補佐 谷俊明 

       内閣府原子力政策担当室 

        林参事官、川渕企画官 他 

 

４．議 題 
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 （１）「根拠に基づく情報体系の整備について」 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

（１－１）「理解の深化～根拠に基づく情報体系の整備について」関係資料 

（１－２）情報体系の構築イメージ(案) 

（１－３）科学的に正確な情報や客観的な事実（根拠）の発信に向けた総合調査(概算要求) 

（１－４）NUMOにおける地層処分技術の情報提供について（原子力発電環境整備機構） 

高度情報科学技術研究機構(RIST)における取組・現状（高度情報科学技術研究機

構） 

情報体系の構築例（電気事業連合会） 

電力中央研究所における情報発信活動の現状（電力中央研究所） 

情報体系構築に向けた取組状況（日本原子力産業協会） 

根拠情報の構築に向けた原子力機構の取組（日本原子力研究開発機構） 

日本原子力文化財団の取り組み（日本原子力文化財団  

 

６．審議事項 

（岡委員長）それでは、時間になりましたので、ただいまから第３７回原子力委員会を開催い

たします。 

  本日の議題は、一つ目が「根拠に基づく情報体系の整備について」、二つ目がその他です。 

  本日の会議は１１時３０分を目途に進行させていただきます。 

  事務局から説明をお願いします。 

（林参事官）それでは、議題の１でございますけれども、「根拠に基づく情報体系の整備につ

いて」ということで、本日関係機関の方々にお集まりいただいております。 

  事務局川渕企画官より出席者の紹介と趣旨の御説明をまずいたします。 

（川渕企画官）原子力委員会事務局川渕でございます。 

  本日は台風の直後ということでございまして、大変な道のりをわざわざ霞が関までおいで

いただきましてありがとうございます。 

  本日の御出席の方々を御紹介させていただきたいと思います。 

  まず、原子力発電環境整備機構、ＮＵＭＯの川野様。 
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  高度情報科学技術研究機構、ＲＩＳＴの谷様がいらっしゃる予定だったのですけれども電

車が止まっているということで本日は欠席されるということでございます。 

  その次でございます。電気事業連合会の竹内様と小林様になります。 

  電力中央研究所、電中研の横尾様。 

  日本原子力学会、岡嶋様。 

  日本原子力産業協会、野田様。 

  日本原子力研究開発機構、ＪＡＥＡ、三浦様。同じくＪＡＥＡの中村様。 

  日本原子力文化財団の船越様。 

  日本電機工業会、多田様。 

  量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、ＱＳＴ、吉永様。 

  エネルギーコンサルタント、宮沢様。 

  政府側でございますけれども、資源エネルギー庁原子力政策課の松野課長。 

  原子力規制庁、企画調整官、寺谷様、谷様。 

  以上になります。 

  続きまして、本日の趣旨等について説明させていただきたいと思います。 

  資料につきましては１－１から１－４まで大部になりますけれども席上配付させていただ

いています。傍聴の方々におかれましても、資料１－１から１－４まであると思います。御

確認いただけますでしょうか。 

  もし、ない場合は手を挙げていただければお渡しにまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

  本日は、資料１から資料４につきまして、１から３が事務局からの説明。資料４が今回御

参加いただいております御出席者の方々からの御説明でございます。 

  まず、資料１から説明させていただきたいと思います。 

  資料１－１につきまして、理解の深化、根拠に基づく情報体系の整備について、というこ

とで見解をつけさせていただきました。これは平成２８年１２月１日ということで、今日の

ためにつくった資料ではございません。これは昨年になりますけれども、１２月１日に根拠

に基づく情報体系の整備というところで同じメンバーでお集まりいただきまして見解を作成

させていただいたものでございます。 

  この内容につきましては皆さんもう既に御存知だということだと思いますので、一部傍聴

の方につきましてはじっくり読んでいただければと思いますけれども、復習をごく簡単にさ
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せていただきたいと思います。 

  まず、根拠に基づく情報体系の整備について、１枚めくっていただきまして、赤線で重要

なポイントだけ引かせていただいております。 

  まず、現状認識と課題のところでございますが、２段落目にございますが、根拠に基づく

情報、その解説または要約が行政や国際機関、原子力関係機関等で多数作成され、インター

ネット等により開示され、組織横断的に関連づけされているとともに、検索性にも反映され

ている。これはアメリカですとかイギリス、こういったところの国民の理解の深化のための

情報体系の整備というところでなされている現状ということを認識しております。 

  それを踏まえまして、３段落目になりますけれども、日本の現状ということで赤線を引か

せていただいております。ここの部分につきましては、前回皆様で共通認識していただいた

と認識しております。 

  まず、日本の原子力分野ではその分野の専門家でも知りたい情報をインターネット等によ

り探し当てるのは用意ではない。一般向け専門家向けの情報とともに、個別的、断片的であ

るとともに検索性にも配慮されていないということが多く、情報の根拠を見つけるのは非常

に難しい。更に、一般向けに分かりやすく解説した文書等がないことが多いということで、

一般の方々が根拠にたどり着くのは難しいということでございます。 

  ４．でございます。目指すべき姿・目標のところですけれども、今回お集まりいただいて

いる方々におかれましては、基本的には原子力関連事業を何らかの形で携わっている方々と

いうことでございますので、進めていらっしゃる方々という認識でございますが、一番下の

下線でございます。科学的な不確実性ですとか、リスク、こういったところにも十分配慮し

ながら科学的に認められた情報、根拠に基づく情報を作成し提供していくべきであるという

ことで、できる限り客観的かつ事実をまとめていくべきだと認識しています。 

  この辺は前回、特に、伊藤理事長及び三浦理事、阿部委員からも御指摘を頂いたところだ

と認識しております。 

  ５．でございます。そういったことを踏まえまして取り組むべき事項ということで、赤線

で同じくまとめさせていただいております。 

  ポイントとしましては、５ページ目にあります図に収れんされているところでございます

けれども、一般向け情報、橋渡し情報、専門家向け情報、根拠、その４層構造をまずつなぐ

ことが大事であろうということでございます。 

  必要に応じて専門的情報まで一般の方々がたどれるようにする。関心に応じてたどれるよ
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うにするということがポイントかということでございます。情報をまずつなぐということで

ございます。 

  それから、２層目、３層目を見ていただきますと、白抜きの丸になっているところ、５ペ

ージ、つまり今まではかなり行政主導的な情報提供が多かったということで、４層目に関し

ては、ある程度情報が整っているところがあると思いますが、２層目、３層目のところがど

うしても事業者の方々、何らかの事業をされている方々が今までは不十分だった部分という

ことで御認識を共通させていただくと考えております。そういう意味におきまして、２層目、

３層目というところの情報の作成・提供が必要であろうということ。 

  最後の下線でございますが、検索性、こういったところにも留意する必要があるであろう

ということでございます。この三つの内容を今後是非取り組んでいただきたいと考えている

ところでございます。 

  １ページめくっていただきまして、４ページ目になりますが、その上で、先ほどの科学の

不確実性やリスク、こういったところにも十分配慮するためにも客観的な事実、作成方針、

例えば編集方針や提供の仕方もあわせて発信する。こういったものが非常に有効ではないか

ということでございます。 

  こちらにつきましては、前回ですけれども、ＱＳＴの方から現状やられている取組の御紹

介をいただきまして、そういったものも参考になると考えております。こういった諸々のと

ころを議論するためにも一番最後の下線でございますが、連絡協議会を立ち上げ、課題、進

め方の整理や情報提供、共有を行う等、連携しながら進めていくことが大事であろうという

ことでございます。 

  本日の一番重要な目的は、こういった見解において指摘させていただいた協議会、この後

に説明させていただきますが、各分野、ワーキンググループにおいて議論を進めていただき

たいということで考えておりますので、こういったところを是非よろしくお願いしたいと考

えています。 

  原子力委員会におきましては、更に一つ進捗がございまして、この見解に加えまして、１

枚めくっていただきますと、６ページですが、原子力利用に関する基本的な考え方というも

のを今年７月２０日に原子力委員会決定をさせていただき、更に翌２１日に閣議決定をさせ

ていただいているところでございます。 

  その中で、基本的考え方の中につきまして、この国民の理解の深化のために必要な項目だ

けを抽出したものがこの６ページ、７ページになっております。 
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  ６ページ目でございます。４．（５）ですが、ここでも再度でございますが、原子力関連

機関は科学の不確実性やリスクにも十分留意しながら、双方向の対話を一層進めるとともに、

科学的に正確な情報や客観的な事実、根拠に基づく情報を提供する取組を推進するというこ

とでございます。くどいようでございますけれども、この二つのポイントは重要だと考えて

いるところでございます。 

  この目標を踏まえまして、個別の取組の方向性ということで、５．に書かせていただいて

おります。 

  ５．２．５の（１）でございます。下線だけ読ませていただきます。国民の方々が疑問に

思ったときに、インターネット等を活用して自ら調べ、疑問を解決し、理解を深められるよ

うな情報体系を整備する。平時でも緊急時でも対応できるようにしようということでござい

ます。 

  （２）ですが、根拠に基づく情報体系の整備というところで、７ページを見ていただきま

すと、原子力関係事業者及び研究開発機関等は科学の不確実性やリスクに十分留意しながら、

科学的に正確な情報や客観的な事実に基づく情報を作成・提供していくべきであるというこ

と。 

  続きまして、その中でも重要だと思われる四つの点から着手していくべきだということで

提案させていただいて、閣議決定をしていただいているところでございます。 

  まず、１点目が地球環境・経済性・エネルギーセキュリティ関連。２点目が安全・防災、

３点目が放射性廃棄物、４点目が放射線被ばくリスクということでございます。 

  （４）でございます。原子力事業者による情報発信というところでございますが、上述の

ような情報提供やコミュニケーションの確立を国自らが重視することは当然でありますけれ

ども、安全確保、原子力関連事業実施において責任を有するのは一義的には原子力関係事業

者だということで、原子力関係事業者による情報発信というのは非常に重要であり、更なる

改善の余地があるということで考えています。 

  連絡協議会、各ワーキンググループにつきましては、事業者の方々、原子力関連機関の

方々が自らやっていただくというところのポイントを本日は強調させていただきたいと思っ

ております。 

  その次に、８ページ、９ページ目におきまして、アメリカの事例を参考に付けさせていた

だいております。ごく簡単に御説明いたします。 

  まず、左側の８ページ、ＮＥＩの取組の状況であります。上のページ、ウェブページをそ
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のままコピーペーストしたものですけれども、非常に分かりやすく根拠のところまでたどり

着けるということ、及び誰しもが分かりやすい根拠を解説したような文章がちゃんと載って

おります。 

  ８ページの下の方ですけれども、これは先ほどの左側と右側の図の中におけるコミュニケ

ーション、つまり右側の方の取組をまとめさせていただいているところでございます。本日

は、ここは主題ではないので飛ばさせていただきます。後ほど読んでいただければと思いま

す。 

  右側がＮＲＣにおける取組事例ということで、こちらにつきましてはある種、我々という

か、我々というと原子力委員会が入っていますけれども、原子力委員会を除く政府側の取組

におけるアメリカの事例ということでございます。 

  アメリカのＮＲＣにおきましては、オープンで高い透明性のもとで規制の責務を果たすと

いうことで開示（ｏｐｅｎｅｓｓ）、公衆参加（ｐｕｂｌｉｃ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏ

ｎ）、共同（ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ）を軸に体制を整えているというところでござい

ます。 

  特に、ＮＲＣにおいては三つの関連文書を軸にして、ＮＲＣ Ｏｐｅｎ Ｇｏｖｅｒｎｍ

ｅｎｔ ＰｌａｎというのとＣｉｔｉｚｅｎ ’ｓ Ｇｕｉｄｅ ｔｏ ＮＲＣ Ｉｎｆｏｒ

ｍａｔｉｏｎ、及び質の確保という意味で、ＮＲＣ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｑｕａｌｉ

ｔｙ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓというものを整備してこういった規制ですとか政策の情報の発

信を行っていく。本日はここがメインでございますので、これぐらいにさせていただきたい

と思います。 

  資料の１－２でございます。 

  前回、共通認識させていただきましたが、協議会、各ワーキンググループにおける各議論

を早速ではございますが進めていただきたいと考えておりまして、まず各ワーキンググルー

プの役割的なところを少し提示させていただいたということでございます。事前にこの資料

につきましては、皆様にお送りさせていただいておりますので、基本的には合意を頂いてい

るという認識でございます。 

  三つの図が書いてありますけれども、まずＳ安全のところでございます。１層目のところ

に電事連、２層目のところに加えて原産協会、原文財団、３層目のところにＲＩＳＴ、ＪＡ

ＥＡ、電工会、学会という形で考えているところです。 

  ３Ｅにつきましては、２層目はＳと同じでございます。３層目につきましては電中研、電
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工会及びエネ研が追加されると考えているところでございます。 

  めくっていただきまして、廃止措置、放射性廃棄物、これは非常に複雑な体系になってい

ることから、機関名が多くなっております。ただ、１層目につきましては、まず高レベル、

低レベルということもございますので、ＮＵＭＯ、電事連、ＪＡＥＡということで考えてお

ります。２層目はＮＵＭＯ、ＪＮＦＬ、ＪＡＥＡ・ＲＩ協会、電事連、原文財団。３層目が

ＮＵＭＯ、ＪＮＦＬ、ＪＡＥＡ、ＪＡＰＣという形で、大体ですけれどもこういった構造に

なるのかなと考えております。 

  それプラスアルファ、放射線リスクのところが実は入ってないではないかというふうに思

われるところだと思いますけれども、実はここの部分につきましては、放医研、ＱＳＴさん

が規制庁さんと協力しまして粛々と１層目から３層目に当たるようなところの整備を始めて

いらっしゃるということで、その動きを我々としては注視をしていこうということで、彼ら

の動きを尊重していこうということでございます。 

  これらの各ワーキンググループですけれども、この後是非議論していただければと思いま

すが、Ｓと３Ｅについては電事連さんを中心に幹事になってまとめていただき、廃止措置、

放射性廃棄物についてはＮＵＭＯさんを軸に議論していただくと考えているところでござい

ます。 

  加えて協議会でございますが、協議会は今後の状況、この各ワーキンググループとも関係

しますけれども、協議会の中で是非議論するべきではないかと考えているのが、先ほど申し

上げました、例えば編集ガイドライン、編集方針のようなもの。加えて、例えばこの役割分

担の中にありますけれども、今日御出席されていますが、ＡＴＯＭＩＣＡなどをどうやって

いくかというところでございます。 

  実は、Ｓと廃止措置、廃棄物、放射線リスクも入ってくると思いますけれども、一番左側

にねずみ色でＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡというものを書いておりますけれども、現状のＡＴ

ＯＭＩＣＡですと用語解説、３層が主になっておりますけれども、よくよく見てみると一般

向けの解説にもしていこうという努力をされているところがありますので、実際には２層目

も入っているかと、いずれにせよこのＲＩＳＴの持っているＡＴＯＭＩＣＡを今後どうして

いくかが三つの分野では重要かなと思っています。 

  当然ながら関係してくる部分もあると思いますが、原子力政策というかエネルギー政策に

関係するところが多いということにおいては、まずはＡＴＯＭＩＣＡの対象というよりはそ

れぞれの機関の方々がやっていただくものかと考えているので、この図ではあえて抜かさせ
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ていただいております。 

  １－３ですが、こういった状況を踏まえまして、内閣府では科学的に正確な情報や客観的

な事実（根拠）の発信に向けた総合調査という予算要求をさせていただいております。中身

は今御説明したことと同じでございまして、一番最後のところ、本調査ではＷｅｂによる橋

渡し情報発信、こういったところの構築を目指すということ、理解の深化を図るということ

でございます。 

  最後の矢印がもう一つのポイントでございまして、民間原子力事業者との協働によりシス

テムのランニングコスト等が民間負担を想定し、持続的なシステムの運営を確保するという

ことで、あくまで我々としてはこういった予算要求を現状で概算要求をさせていただいてい

るという状況です。これに関しては、本日初めて皆様に御報告することになっております。 

  事務局からは以上でございます。 

  続きまして、資料１－４に各機関から提出していただきました資料を付けさせていただい

ておりまして、それぞれの機関から数分で御説明をいただければと考えております。それが

終わった後に、是非皆様と議論をしていただくという形で、議事を進めていただければと考

えております。 

  まず、資料１－４、ＮＵＭＯさんからでございます。 

  失礼しました。せっかく四つの分野を紹介させていただきましたので、説明の順番としま

しては、先ほどのＳ、３Ｅ、廃棄物の順番でさせていただければと思います。そういう意味

では、まずは電事連さんの方から行っていただければと思います。 

  資料は順不同になっておりますけれども、電事連さんの資料からお願いいたします。 

（竹内部長（電事連））電気事業連合会の竹内でございます。 

  資料に基づきまして御説明させていただきます。情報体系の構築例という資料でございま

す。 

  タイトルは情報体系の構築例となっておりますけれども、現状前段で御説明があったよう

な情報体系の構築までは至っておりませんけれども、現在我々のホームページで掲載されて

いる情報について多少網羅的に説明させていただきます。 

  ２ページの左側の絵を御覧ください。これにつきましては、昨年度Ｓ＋３Ｅの特設ページ

を開設いたしました。一般の方々のアクセスの入り口として、興味を持っていただいた方々

にはまずこの入り口に来ていただくような施策を展開しているところでございます。 

  ３ページを御覧ください。第２階層に相当する情報ということで書かせていただきました。
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従前より電気事業連合会のホームページの中に、電気事業に関する網羅的なデータと解説を

付したもの、こちらの右の絵にあるＦＥＰＣ ＩＮＦＯＢＡＳＥというものをホームページ

に掲載しております。毎年度数値等の更新を行っているところです。 

  私どもこれは第２階層に近い情報ではないかと思っております。まず、興味を持っていた

だいた方々は先ほど御説明したＳ＋３Ｅの入り口から入っていただいて、第１階層の情報も

掲載されておりますけれども、更にそこにアクセスした方々がバックデータと解説を参照で

きるような体系化を今後やっていきたいと考えております。 

  それから、４ページを御覧ください。Ｓ＋３Ｅとはまた別に、エネルギー基本計画等の政

策情報についても第１階層レベルの情報をホームページに掲載している例でございます。 

  続きまして、５ページを御覧ください。政策関連情報につきましても、Ｓ＋３Ｅと同様に

第２階層に該当する情報を掲載しております。これはＩＮＦＯＢＡＳＥのデータでございま

す。 

  それから、６ページに以降につきましては、Ｓ＋３Ｅに関してそれぞれ掲載している情報、

代表的なものを載せております。左側の絵を見ていただきたいのですが、これは安定供給を

テーマとしておりますけれども、安定供給を始めまして、それぞれの項目について一般の

方々に御理解いただきやすいように工夫いたしましたフレーズとか図表を用いた説明をして

おります。 

  それから、７ページを御覧ください。これらについても第２階層に相当する情報を掲載し

ております。 

  左側の方が原子力エネルギー図面集となっております。こちらは日本原子力文化財団様の

ホームページに掲載されている図面集でございます。これについては、電事連のホームペー

ジにリンクをはりまして、我々の情報にアクセスしてきた方々がこの図面集にたどり着ける

ようなリンクをはっているところでございます。 

  このデータにつきましては、原文財団様がデータを更新したらリアルタイムにデータが自

動的に更新されるような工夫をしております。 

  それから、８ページが経済性に関することです。経済性についても同様に一般の方々が御

理解いただきやすいようなフレーズ、それから図表を載せているところでございます。 

  ９ページも左側が原子力エネルギー図面集というところで、一部体系化と言えないかもし

れませんが、原子力文化財団様のデータにアクセスできるようにしてございます。 

  １０ページ以降は環境でございますが、環境も同様のつくりにしております。 
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  １２ページを御覧ください。安全性についても同様に情報を載せていますが、右側につい

ては電気事業連合会が定期的に発行している広報誌、「Ｅｎｅｌｏｇ」の記事でございまし

て、こういった記事とのリンクもしているところでございます。 

  それから、１４ページ、安全性に関しても同じく原子力文化財団様とリンクしているとい

うことでございます。 

  １５ページを御覧ください。本年７月末に地層処分に関する科学的特性マップが公表され

ましたけれども、それを見据えまして本年６月に高レベル放射性廃棄物の特設ページを公開

しておりまして、諸々動画コンテンツも用意しておりますので、興味を持っていただいた

方々がこの特設ページに入って、動画を閲覧していただけるような形にしております。右の

下に書いておりますとおり、ＮＵＭＯのホームページとのリンクもしております。 

  このような形で、まだ体系化には至っておりませんが、電気事業連合会のホームページの

中には、第１階層、あるいは第２階層と思われる情報を中心に幅広く情報を掲載して、文字

情報だけではなくて動画コンテンツも複数あります。一般の方々からのアクセスもそれなり

の規模がございますので、冒頭御説明いたしましたＳ＋３Ｅの特設ページになるべく多くの

一般の方々を呼び込むとともに、それらの方々が我々のページから入ったときに、第１から

第４階層に至るまで情報を容易に取りにいけるような、そういう体系の構築、仕組みをつく

っていきたいなと考えております。 

  それにつきましては、我々の中のホームページの情報をうまく整理して体系化することは

もとより、本日お集まりの関係団体の方々がそれぞれお持ちの第１から第４階層について整

理してとりあえず私どものホームページに入ってきた方々が皆様方が掲載している情報に容

易にアクセスできるというような体系化をしたいと思っております。 

  つきましては、実務に当たりまして関係団体の情報体系の構築化に関する実務担当者の

方々にお集まりいただく、そういった方々をメンバーとしたワーキングを立ち上げて、具体

的な作業に入っていきたいと思います。 

  そういった意味で、近々に関係する皆様、Ｓ＋３Ｅに関係する皆様にお声がけをして、実

務作業に入ってまいりたいと思っておりますので、協力をよろしくお願いいたします。 

  御説明は以上でございます。 

（川渕企画官）ありがとうございます。 

  続きまして、日本原子力産業協会の方からお願いいたします。 

（野田部長（原産協会））それでは、日本原子力産業協会の方から説明させていただきます。 
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  情報体系の構築に向けた取組状況ということで、現在どのような情報発信を行っているか。

それから、どのような取組を行っているかというのを説明させていただきます。 

  ２ページ、１．ということでまとめてございます。 

  原産協会ではホームページに情報を掲載しまして、約６，０００人の登録者、これは無料

の方ですが、こちらの方々。それから、約１，０００名の会員登録者に対しまして、メール

等で案内をしております。ホームページに情報をあげて、毎日メールでこういった情報をあ

げたということを案内しております。 

  主な情報としましては、三つあります。一つ目はＷｅｂ原産新聞としまして国内外のニュ

ースの発信。これは毎日行っております。 

  それから、２番目としまして、理事長メッセージによる意見、提言の発信。これは大体平

均にならしますと、月１件程度になります。 

  それから、３番目としまして、ＩＡＥＡ、ＩＥＡ等の国際機関のレポート、それからこち

らでまとめました国際情報を適宜発信しております。 

  二つ目のポツですけれども、情報体系の整備に向けて、まず手始めに理解促進の一助とし

まして現在発信している情報の中に、関係団体等の資料へのリンク、こちらをはりまして、

読者がそれを参照することで理解を深められるように工夫を開始したところであります。後

ほど説明させていただきます。 

  ３ページに、メールの例を載せてございます。この日は理事長メッセージ、海外ニュース、

国内ニュース、こちらの方を発信しておりまして、こういった形でこのようなニュースを載

せたということで、毎日案内をしてございます。 

  １枚めくっていただきまして、４ページ目の２．１でございます。 

  こちらはＷｅｂ原産新聞の例でございます。ホームページにこのような情報を載せており

ます。これはＩＡＥＡの総会があったとき、天野さんが４選をされたときの話で、こちらの

方に情報を載せるとともに、外務省のプレスリリースのリンクをはったり、この日はシバタ

さんのお話が載っていましたので、こちらの方のプレスリリース、こちらの方にリンクをは

るなどしております。 

  情報を発信するときに、写真とか図とか表とか動画とか、いろいろな分かりやすいものを

はりたいと思いますけれども、なかなか費用的なこと、マンパワー的なことでできませんの

で、リンクをはるということで皆さんがつくられたものを参照できるような形で情報発信す

ることに努めております。 
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  続きまして、５ページ目が２．２で理事長メッセージの例でございます。科学的特性マッ

プ、こちらの方が出されたときですけれども、こちらの方も理事長メッセージという文章を

載せるとともに資源エネルギー庁さんのホームページにリンクをはりまして、特性マップの

ページを紹介することをやっております。この活動が進んでいけば、ＮＵＭＯさんにリンク

をはらせていただくとかいろいろなところにリンクをはることで、更に先まで情報が見られ

る形にできるのではないかというふうに考えております。 

  続きまして、ページはないですが、６ページ目に２．３ということで、国際機関のレポー

ト等の紹介ということで、これは一部しか載っていませんが、ＩＡＥＡのレポートとかＯＥ

ＣＤ／ＮＥＡのレポートとか、その手のものを若干載せてございます。 

  こちらの方なのですけれども、ＰＤＦの方で紹介しておりますので、こちらを皆さんの方

からリンクをはっていただくことが可能ではないかと考えております。 

  ７ページ目に、３．ということで、今後目指す取組ということでまとめてございます。今

後も原産協会の強みであります海外ニュースや国際機関のレポート等を積極的に発信してい

きたいと思っております。そのためにはこの根拠情報が必要だと思いますので、可能な限り

積極的に参加したいと思っております。 

  二つ目のポツですけれども、情報体系の構築につきましては、原産協会への情報発信と電

事連さんを中心とする一般向け情報、こちらの方のリンクとか、関係機関が所有するデータ

類、こちらの方のリンクをはるなどして、読者の理解促進に資する情報発信に努めていくと

いうことでございます。 

  最後ですけれども、具体的には今後ワーキング等が立ち上げられるということですので、

こちらの方の団体へ連携しまして、体系的な構築、更に分かりやすい情報発信を目指してい

きたいと思っております。 

  説明は以上です。 

（川渕企画官）ありがとうございます。 

  続きまして、日本原子力文化財団、よろしくお願いいたします。 

（船越次長（原文財団））それでは、日本原子力文化財団の方から、具体的なツールといいま

すか情報体系構築のためにどんなことが使えるかということで御紹介させていただければと

思います。 

  先ほど、電事連様の方からも一部私どもの活動を紹介させていただきましたけれども、御

存知のように私ども一般の方向けにいかに原子力エネルギー、放射線等の情報を提供してい
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くかということで、いろいろな素材で提供しております。その中で、二つほどピックアップ

させていただきます。 

  ２ページをちょっと見ていただきますと、Ｗｅｂサイト「エネ百科」を運営しております。

こちらは原子力に関する総合的なポータルサイトということで、一般の方々、その中でも次

世代、報道関係、その他年齢層に分けてそれぞれコンテンツを紹介しております。 

  特に、子ども向けですと、子ども向けコラムというものをエネルギーとか発電とか環境と

いう切り口で紹介しております。 

  また、そのほか一般向け、報道関係者向けでは先ほど御紹介いただきましたように、図面

集という図表の紹介もしております。これは後ほど次ページ以降で紹介させていただきます。 

  そのほか、福島関連の事故情報、あとニュースで何か話題になったものを取り上げて、ニ

ュース解説ということで、解説なども取り上げております。 

  そのほか教育関係者向けですと、先ほどの図面集も学校の先生等が活用いただける機会が

結構多いですけれども、そのほか児童・生徒が使えるようなワークシート、中学校向けの理

科、社会で使えるものをワークシートの形で紹介しております。 

  実はこの「エネ百科」というＷｅｂサイトは２０１５年にリニューアルしまして開設して

おります。アクセス数を紹介しております。 

  非常に月ごとにアクセス数がもちろん異なりますけれども、かなりニュースで取り上げた

話題をＷｅｂ上で紹介するとかなりその月だけアクセス数が増えたり、やはり話題性という

のが非常に重要かと考えております。 

  ３ページを御覧ください。「エネ百科」の中で紹介しております図面集という、グラフが

ございます。こちらは電力関係の候補の方とか自治体の方、教職員、大学関係含めていろい

ろ様々活用していただいております。 

  主な内容としましては、現在は第１章から第１０章まで、それぞれエネルギーとか環境、

あと後半部分は原子力にかなりターゲットを絞って紹介しております。このシートも毎年、

新しいデータがＢＰ統計で出た際にはそれぞれリニューアルしてホームページで随時紹介し

ております。 

  根拠情報で展開できるかと思っておりますのが、出展元とかこの辺がシートの下の方で紹

介しておりますので、この辺を例えばリンクでつなげていくとか、この辺の展開が可能かと

思っております。 

  ４ページを御覧ください。ちょっと見にくいかと思いますが、図面集の各シートの紹介画
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面でございます。図があって、その下に補足的な解説を紹介しております。それぞれＰＤＦ

版とかＪＰＧのパターンでダウンロードできるようになっております。 

  ５ページを御覧ください。二つ目の活用できるコンテンツとしまして、現在ちょっと考え

ておりますのが、原子力総合パンフレットの活用を紹介させていただければと思います。実

はこのパンフレットはこういう冊子でもともとつくっておりまして、特に一般だけではなく

て例えば自治体の方でも新しく原子力、防災等の御担当になった方、関係会社、関係機関で

も今まで原子力に携わってなくても、そういう役割になった方、あと教育者等、初めて原子

力関係を学んでいる方のテキストみたいな、総合的に原子力関係を網羅した冊子でございま

す。 

  この素材も今御紹介させていただいたように、第１章から第７章まで紹介しておりまして、

原子力関係からエネルギー、防災関係、あと地域振興、そういった切り口で網羅的に紹介し

ておりますので、この辺の中身も紹介の仕方によっては非常に活用できるのではないかと思

っております。この冊子の監修に当たりましては章ごとに御専門の方に入っていただいて監

修等を行っております。 

  冊子の中身、例えばＳ＋３Ｅという切り口でもこの中で解説をしておりますので、Ｗｅｂ

上でも見せ方を工夫する必要があると思いますけれども、この情報体系の構築の中で活用で

きるのではないかということで紹介させていただきました。 

  後ほど、また議論になるかと思いますが、先ほどもお話がありましたように、電事連さん、

原産さんとワーキング等で協力させていただきながら議論を進めさせていただければと思っ

ております。 

  以上でございます。 

（川渕企画官）ありがとうございます。 

  続きまして、電力中央研究所にお願いしたいと思います。 

（横尾副所長（電中研））まず、ちょっと順番からいうと、１．の（２）の真ん中辺から説明

いたします。 

  電中研はいろいろな発電から送配電、更には環境とか経済まで全部研究していまして、そ

の研究所としてやっていることを世の中にアピールするということで広報活動やっておりま

す。 

  まず、一般向けにはＷｅｂサイトがあるわけですが、その中に刊行物というのがありまし

て、研究成果や研究活動を非技術的な方々と一緒になって、より分かりやすくリーフレット
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にしたり、小冊子にしたりしています。これは研究の大きな成果が出たり、あるいは世の中

の動きを見ながらそのネタを拾ってやっているところです。ほかには研究紹介とか公開とか

いろいろやっています。 

  そういったところからそれぞれの分野への橋渡しとしては、各研究部署がＷｅｂサイトで

発信をしています。その中で、いろいろな専門家に対して、あるいは一般に対して、情報を

アピールしているわけですが、近年の大きな変革としましては、専門家向けの研究成果なの

ですが、これは電中研、研究報告というのを出たらすぐＷｅｂに載せて一般の方からアクセ

スして検索できるようになっています。 

  この報告書は、本体だけではなくて、頭に２ページほど内容梗概をつけて、なるべく広く

分かりやすくしようとしています。結構アクセスされます。自分たちでいろいろと世の中に

アピールしていくのもいいですが、これを見ていますと、検索システムの中で、例えば「自

由化で何とか」というキーワードを入れてあげると電中研の報告が引っ掛かってきます。そ

れで芋づるで結構利用があるということがあります。 

  当然ながらいろいろなシンポジウムやワークショップをやっているところです。根拠、こ

れはもう完全な学術論文、著作権等がありますので、リストを載せる、リンクをはる、そう

いったところで論文のアピールもしています。 

  原子力全般についてもこういうことをやっていますが、一番上の１．の（１）について若

干お話ししますと、原子力リスク研究センターです。ここはいわゆる専門というわけではな

くて、自然事象に関する理学的な人から、土木、建築、更には原子力炉、燃料とか、そうい

った人間に加えまして、これをリスク評価するということで、そういう専門家も集まってい

る組織です。 

  ここからの発信というのは一つ一つの研究というよりも、研究自体が横断的なある意味で

ストーリーのあるものになっています。そういうものをせっせと成果を発信しようとしてい

ます。ここに書いていませんが、所長がアポストラキスさん、顧問にメザーブさんとかいて、

外国人のスタッフがたくさんいるわけで、日々英語で仕事をやらなければいけないこともあ

りまして、ここにあるＷｅｂページを通じていろいろな情報を出していくのに日英同時で、

自分たちの部署でやるのはかなりヘビーですがやっています。 

  その中では研究所一般の水準に比べてより頻度高くシンポジウム、ワークショップ、ある

いは調査結果の公開とかをしています。幸い、例えばここで言うとＮＲＲＣというのはうち

の略称ですが、それを入れて検索システムで検索していただくとうちのページが出ます。原
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子力リスクの話をすると、ここが出てきます。これが出てくることが大事なので、出こなく

ならないように一生懸命アップしているところであります。 

  去年の見解公表後ということで、特段というわけではありませんが、こういうことを続け

ています。ちょうどタイミングが合うような感じでＮＲＲＣの成果がいろいろ出てきている

ので、この辺の発信が強化されているのではないかと自分では考えているところです。 

  以上でございます。 

（川渕企画官）ありがとうございました。 

  続きまして、高度情報科学技術研究機構からなのですけれども、谷さんがいらっしゃって

ないので、私の方から頂いたペーパーをちょっと読ませていただきます。 

  ＲＩＳＴにおける取組状況ということです。１．情報発信に関する取組の現状。ＲＩＳＴ

につきましては、ＡＴＯＭＩＣＡを運営されているということでして、ＡＴＯＭＩＣＡの運

営状況ですが、２０１７年１０月時点でデータ件数が２，５００件、用語登録が２，７００

件、１月当たりアクセス数が４，０００件あるということで、先ほど横尾さんからもござい

ましたが、用語をＧｏｏｇｌｅで検索すると、ＡＴＯＭＩＣＡに当たることが多いというこ

とがここにあらわれているかと思います。 

  一方でで、２．の１７年度の状況でございます。一般財団法人への移行に伴う法的責務で

ある公益目的支出計画を２０１７年３月３１日で終了ということでございます。ここの部分

は我々の認識と若干違うところがありますが、ＡＴＯＭＩＣＡの運営事業はこれまで公益目

的事業として実施していたということで、２０１７年度以降は採算性が必要であるという認

識をされています。 

  ２０１７年度は必要な資金を確保するために、ＪＡＥＡ主導で、エネ庁さんの公募事業に

応募しましたが不採択となり、採算性確保の見通しが得られるまで、ＡＴＯＭＩＣＡの更新

は最小限に止めることにしたということで、現状ではもう更新はやっていないということで

ございました。 

  非常に検索すると当たりやすいのがＡＴＯＭＩＣＡであるのですけれども、現状としては

こういった状況ということでございます。 

  続きまして、日本原子力研究開発機構さんからお願いしたいと思います。 

（三浦理事（ＪＡＥＡ））原子力機構の三浦です。 

  根拠情報の構築に向けた原子力機構の取組ということで、簡単に御報告させていただきま

す。 
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  めくっていただいて、次のページ、根拠情報構築の背景ですけれども、ここは先ほど昨年

度議論、今、まとめにあったとおりで、この中で二つ目の矢羽根のところにあるＰｕｓｈ型

ではなくてＰｕｌｌ型のものをつくらなければいけないというところで検討しているという

ところです。 

  次のページにいっていただいて、原子力機構、本件に関して対応がたくさんできているわ

けではありませんけれども、対応案というものを考えているところです。現状整理はステー

クホルダーが所有する既存コンテンツをリストアップし、協議会で協議をするということで、

現状は原子力情報の提供状況を俯瞰する原子力情報提供マップ、Ｐｕｓｈ型を作成している。 

  根拠情報の構築の方向性の検討ですけれども、マップをもとに提供情報の整理、充実を検

討するということ、あと今話が出ましたＡＴＯＭＩＣＡですけれども、この既存コンテンツ

間の相互リンクの方向を検討するというところです。 

  めくっていただいて、ＡＴＯＭＩＣＡを軸とした根拠情報の構築は今は案として考えてい

るところですけれども、ＡＴＯＭＩＣＡの特徴ですけれども、第３、第４階層のコンテンツ

に相当する情報データベースが用語集から構成されている。Ｐｕｌｌ型としてはトップレベ

ルの検索性がある。先ほど４，０００ということで、考えているとおりです。 

  併設／リンクする用語集の日常表現化ということをすれば、第１層、第２層への橋渡しが

可能。右下に図がありますけれども、日常の表現化で橋渡しが可能であろうと考えています。

具体的な対応ですが、既存のコンテンツの整理と更新の計画を立案するということが必要で、

先ほどあった情報は約２，６００件、既存用語集は２，７００件、コンテンツ及び用語集の

改定、新規追加が必要。 

  運営体制の充実として、執筆者、既存コンテンツの改定者、これを確保することが必要不

可欠。校閲者の体制を強化するということが必要だというふうに考えています。 

  次のページ、最後ですけれども、運営体制ですけれども、中立性を確保するという観点で、

国、内閣府、文部科学省、ＪＳＴ、ＪＳＰＳ等が運営主体となり強力なイニシアチブをとっ

ていただく必要がある。 

  その次も重要だと思っています。継続的な予算の確保が必要ということで、最新の情報を

提供するということですけれども、一時的ではなくて継続的な更新というのが不可欠だとい

うふうに思っています。 

  優れた校閲者の確保と増強というのは先ほど申し上げたとおりで、橋渡しをする人材、こ

れはテクニカルライターの確保が必要で、自律して原稿の校正と内容の判断を行う人材の確
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保並びにＡＴＯＭＩＣＡでの校閲の経験者を継承していくということで、全体を統括する事

務局、具体的な実施のための予算と人材、ステークホルダー間の協力が必要ということで、

先ほどリストの方から話がありましたように、我々のところで公募に応募しましたが不採択

ということで残念ながらこの活動はスタートできなかったと思っています。 

  ただし、競争的資金だったのですけれども、その状況では継続的なということが難しいの

で、継続的な活動というのは重要、継続的な予算の確保ということが必要であり重要だとい

うふうに思っています。 

（川渕企画官）ありがとうございました。 

  最後に、原子力発電環境整備機構からお願いします。 

（川野部長（ＮＵＭＯ））ＮＵＭＯ技術部長の川野です。 

  御案内のとおり科学的特性マップを出しまして、先週から各都道府県での一般の方々との

コミュニケーションを開始したところでございまして、その観点からも今回の取組は非常に

重要な主体的に関わるべき内容だと思っています。 

  今日は簡単に２点御紹介いたします。 

  最初はまずホームページを利用した技術情報の提供、１ページ目に書いてございますけれ

ども、これは一般的な情報になりますが、段階的に四つ、地層処分技術の概要から始まりま

して、地層処分の基本的な情報、地層処分とは何か、安全の仕組みはどうなっているかとい

う簡潔な説明。 

  更にその中の基本的な情報、例えばガラス固化体とは何か、多重バリアシステムはどうな

っているのかという重要な項目の解説、そしてそれにリンクする関連論文のリスト、参考文

献のリストというものとつながるという形でホームページの中で紹介している情報がござい

ます。これは今既に存在しているものです。 

  次のページ、もう一つが包括的技術報告書というのがありまして今取りまとめをしており

まして、もう間もなく完成しなければならないというところで、これは２０００年にＮＵＭ

Ｏが設立された以降の国を含む各関係機関の研究成果、あるいは知見を取りまとめて地層処

分が実現可能、特に安全の面から大丈夫であるということを評価した報告書ですが、非常に

膨大な内容になっておりまして、三つ目のポツにありますように本編が４００ページ、それ

に付属書というのが、総ページで５，０００ページほど付いている。更に参考にした論文、

技術報告書が１，６００編にのぼるということで、これまでやってきたようにＰＤＦで簡単

に紹介するというものではなくて、きちんと階層化をしてかつリンクを付けていかないと整
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理がつかない。 

  また、それは更に発展するというか、何年かおきに更新していかないといけないものだと

思いますので、より整理をした体系をつくらなければいけないということで、これはもちろ

んまだ公開してないですけれども、ＪＡＥＡさんが実施していた知識マネジメントシステム

の開発で、ＣｏｏｌＲｅｐというのがあったので、こういったものを参考にしながらコミュ

ニケーションツール、ＩＴツール、階層化とリンクが可能なＩＴツールを今使って内容を整

えているところでございます。 

  ページを打ってなくて申しわけないですが、３ページ目にございますようにエントリーペ

ージ、真ん中辺に書いてありますように、エントリーページから本編、そして付属書という

具合にどんどん深く入っていける、更にそこから関連するドキュメントにリンクをはれる、

そういった構造を考えているのですけれども、ちょっと先ほど御紹介があった橋渡し情報と

いうところがきちんとできているかというところが少し不安がありまして、論文にまとめま

したよというのは簡単ですけれども、どうしてそこに至ったのか、ある種のディシジョンメ

ーキングをどうしてきたのかというプロセスを残すことが橋渡し情報だとすれは、ちょっと

まだそこはうまくいってないのかなというところが悩みであります。 

  以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  委員の議論の前に、皆様からの御発表があったこと、事務局から発表があったことで何か

御質問とか御意見とかあったらお願いします。 

  それでは、委員からの質問に、ちょっと阿部先生がおられませんので、中西先生、どうぞ。 

（中西委員）各原子力に関わる方たちが一緒になって共通的な情報体系をつくっていこうとい

う試みは非常にいいと思います。今、伺っておりましても個別に何段階とありますけれども、

１から４までということではなくて、個別にまだいろいろ情報発信をされているということ

で、これが共通化すれば非常に分かりやすいものだと思います。 

  中でちょっと相談をしていたときに、阿部先生が情報の公正性といいますか、正しいかど

うかということはどうやって確保するかということだったのですけれども、原子力委員会が

関わるといいますか、個別には関わらなくても、できてきたものに関わるとしますと、やり

方としましては、手法としましては各段階で原子力委員会が出てきた結果について、チェッ

クといいますか見させていただく、修正をした方がいいのではないかということは言えるの

ではないかと思いますので、とりあえずまだこれだけの原子力関係の人たちが集まって一緒
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にやるということはまだできてないと伺っておりますので、ということですので意義がある

ことではないかと思っています。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  私は意見として幾つかあるのですが、まず、ＪＡＥＡさんからイニシアチブという話があ

ったので、この辺りのところの整理からしたいと思います。 

  原子力委員会が音頭をとって全部を仕切るというのはしない方がいいと思っております。

それは原子力委員会、見直しの有識者会議の意見を踏まえてやっているのですが、原子力利

用の管理、運営の役割があります。これまで、９０年代以降非常にいろいろな原子力計画の

遅延等が生じていますけれども、前のような推進に戻っちゃったら、結局同じことになると

いうことは証明されていると思います。 

  前のような、原子力委員会のやり方というのは駄目だということが証明されていると思っ

ています。これはすごく大きなことです。 

  利用についてうまくいくように、全体がうまくいくように考えるというのが重要で、その

前にまず改善を図る必要がある。原因についてはは黒川先生も畑村先生もちょっと違う言葉

で同じことを言っていて、私も自分で考えたましたが、似たことを言っているなというとこ

ろもあります。私自身は原子力委員会におりますので、原因はこうだというだけでは済まな

い、原子力の中を改善する役割というのは非常に重要です。改善が先に来ないと、利用とい

うのが元に戻ってしまうという、そういう危惧があります。それが全体です。 

  イニシアチブが必要というのはいろいろあると思います。お金が継続しないと駄目だとい

う意味では確かにそういう面もあると思います。 

  根拠情報作成提供を提案しております理由は、日本はここのところが非常に弱いなと思う

ので、ニーズとしてはあると思います。逆に言うと税金を使ってやった仕事はきちんとまと

めて国民に見ていただけるようにするのが義務であるというふうに思います。あるいは、国

際機関等の委員会、いろいろなものがありますけれども、そういうものにまとめられた報告

書、それを紹介するのもそういう担当のところのお仕事だと思っています。 

  あるいはそれをやることで逆に人材の能力、俯瞰力の向上にもなるのではないかと。これ

は根拠情報のこととは直接的には関係ありませんが。 

  ですから、運営主体として原子力委員会がこのホームページを運営するかということで言

うと、そうではない方がいいと思います。これはどこがやるかというのは決まってないと思

います。私自身は今のところはそういうふうに思っていますが、三浦さんの資料の最後にあ
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るイニシアチブという辺りのお考えはどういうことなのでしょうか。 

（三浦理事（ＪＡＥＡ））原子力機構の三浦です。 

  資料の１－３号に、科学的正確な情報や客観的な事実の発信に向けた総合調査、この中の

一番下に、本調査ではＷｅｂによる橋渡し情報発信のシステムの構築を目指すということと

理解の深化を図る。原子力事業者との協働により、システムのランニングコストは民間負担

を想定し、持続的なシステムの運営を確保するということですが、このイニシアチブ、これ

が私がイメージしているイニシアチブととっていただきたいというところで、その意味では、

先ほど委員長から話がありましたように、研究成果をまとめて論文化されているのですけれ

ども、その論文化されているものが国民の皆さんに平易な言葉で、中身がよく分かるように

なっているかというと、難しい専門用語が並んでいるだけで、なかなか分かりにくいという

のが現実問題ではないかなと思います。 

  そこの部分をどうやって分かりやすくして、Ｐｕｌｌ型でデータが引き出せるようにする

かというのが多分今考えなければいけない大きなところ、そこの部分に関しては、単純にや

っていると第３層、第４層のところがたまっていくだけであって、国民の皆さんが引き出せ

るようにならないというところが、ちょっと検討しなければいけないことではないか。そこ

の部分、資料１－３号にあるようなことでイニシアチブをとっていただければと思っている

ところです。 

（川渕企画官）１－３の資料につきましては、恒久的にとれるものではないと。そもそもこれ

自身も概算要求の段階ですので、１２月になって１月にならないと財務省さんとかそういう

こともありますので、内閣府のもう出ているという意味においては、意味はすごくあると考

えていただければと思います。 

  ただし、実体として、各協議会も各ワーキンググループもやはり原子力関連機関の方々に

やっていただくということが重要かと考えておりますので、我々は原子力委員会の看板とし

てはやはり中立的、俯瞰的であるというところで、ここにいらっしゃる方々と一緒に名前を

連ねたというか、我々がリードしてやってしまうこと自体がやはり国民の方々に対する、ま

たそういう意味での不信、国が主導しているという印象が出てしまうことになるというふう

に考えております。 

（岡委員長）もう一つ別のことなのですが、橋渡し情報、資料１－１の５ページの一番左のと

ころに、上から２番目に橋渡し情報と書いてあって、一般向けに解説したもの、政策情報な

ど、橋渡しについて二つ質問があって、一つはこの政策情報のことなのですが、ここに入る
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のがＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡの場合はいいのかなというのがありまして、私は政策情報と

いうのはこの根拠情報とは別に行政庁がしっかりつくるものだと思っていて、この間、プル

トニウムの解説をつくったのですが、あれは過去の施策を解説しただけでありまして、とに

かく「隗より始めよ」ということで、原子力委員会は担当だからと思ってやったわけで、余

り将来の意図を持ってやったわけではないですが、そういうことで政策情報の作成、提供は

この橋渡し情報かなというのが、もっと別に非常に重要な分野かなというのがありましてし、

例えばイギリスはＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ．ｕｋというサイトがあって、それとＮｕｃｌｅａ

ｒ、と入れて検索すると、イギリスの政策関連の情報が、政府の情報だけではないですけれ

ども、たくさん出てきます。 

  日本は審議会の情報はパワーポイントが公開されており、あるいは白書もありますが、必

ずしもそういう形で国民に分かりやすい状態になってないから、これはまずプルトニウムの

解説をまず我々がやって、他のところはそれぞれの省庁にお願いをするのかなと思っており

ます。 

  もう一つの関連で言いますと、資料１－２の３ＥのところをＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡか

ら外してあります。３Ｅのところはどちらかというとこれは価値観を伴う情報になりますの

で、そういう意味もあって、政策情報というのはある意味で価値観を伴っているということ

で、エネ庁さんはここを一生懸命やっていると思います。そういう意味で、政策情報を入れ

ちゃうので果たしていいのかなと思っているのが一つです。 

  もう一つは橋渡し情報が非常にない、これをどういう感じでつくるかというところは、ど

ういうところを意識してつくるかというところは、皆さんでいろいろ考えていただきたい。

一般の方と原子力の根拠の情報をつなぐときにどういう形がいいのか。例えば、相対化、ほ

かの分野の例を引きつつ分かるようにするとか、いろいろなやり方があると思います。 

  あるいはもうちょっと広く、他分野のことも踏まえて何かうまく理解していただく方法を

工夫する必要があると思います。橋渡し情報をどうやってつくるかというところが非常に工

夫しないといけないと、これは意見です。 

  逆に橋渡し情報がなくてもこのＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡはつくれる。できたら後で加え

ていく、そういうことなのかなと思ったりするのですが、ＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡはＷｅ

ｂベースのウィキペディアみたいなものですが、中身はしっかりした委員会で内容のレビュ

ーをしてやるんだなと思っているのですが、その辺りは中村さんいかがですか。何かお考え

がありますか。 
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（中村氏（ＪＡＥＡ））おっしゃるとおりだと思っておりまして、充実はある程度時間をかけ

てしていけばいいと思っております。基本情報が分かりやすく出るということだと思います

ので、ここの充実を最初に考えています。 

（寺谷調整官（規制庁））原子力規制庁放射線防護企画課企画調整官の寺谷と申します。 

  最初の段階で見解、理解の深化、根拠に基づく情報体系の整備についての見解について、

川渕さんがお話をされましたが、そのときに放射線被ばくリスク、全部で四つの領域があっ

たと思いますが、そのときに放射線被ばくリスクのことについて放医研の話をされていたの

で、少しこのことについて補足のコメントをさせていただきたいと思います。 

  原子力規制庁、原子力規制委員会としては、今回原子力委員会でこのようなことをお考え

になられているということ自体は総論として非常に素晴らしいことかなと思っております。 

  我々が委託している事業の説明をしますが、その前に２点、コメントします。 

  １点目がスタンスの件で、ここに私は来ていますが、原子力委員会と原子力規制庁は極め

てしっかり立場を分けるべきものだと理解しておりますので、そのことをまず御案内くださ

い。この後、放医研の説明をしますが、放医研の事業は我々の委託事業でやっているもので

す。決して国民の方々にも皆様方にも誤解してほしくないのですが、私たちは仕事は原子力

委員会のミッションであります開発利用とくみするものではないということを最初に強く述

べておきます。もし万が一、私がここにいることについて、国民からそういう誤解を招くこ

とがあればお互いにとって不幸だと思っています。 

  そのようなスタンスをしっかり示した上で、我々ＪＡＥＡ、原子力機構、放医研は密接な

関係性にあります。それはなぜかというと、この二つは我々にとってＴＳＯ、テクニカルサ

ポートオーガナイゼーションという大事な役割を持っているからです。 

  他方、またＪＡＥＡと放医研は少し役割が違いまして、ＪＡＥＡの方は推進側も持ってい

ますので、その中でもＴＳＯとなっているところがＮＥＡＴと呼ばれるところだけになって

います。他方、放医研は全体が我々にとってのＴＳＯです。一方で、これは規制と被規制者

という関係性も持っています。いろいろな関係性がある中で、我々は透明性を持ちながらし

っかり付き合ってきているところです。 

  先ほど、ＪＡＥＡの方にもコメントがありましたけれども、ＪＡＥＡは自らも推進側の事

業者でもあるので、内部のマネジメントをしっかり整理しなければいけないと思いますが、

この後コメントをしますが、どうしても予算案も人員も文部科学省が所管していますから、

評価もです。こういう事業をもしやるのであれば、何らかそういうコミットをしてあげない



－25－ 

と、ＪＡＥＡとしても辛かろうというのが推測するところです。 

  放医研に関しましては、これは推進側と全く距離をとるものと思っています。ですので、

こういう会議に出ること自体我々はよく相談しあっていますし、スタンスは非常に慎重であ

るべきだと思っています。他方、国民の方々に被ばく、放射線防護、人への影響ということ

を説明していく立場でもありますので、その立場から貢献できることはしようと考えている

ところです。 

  二つ目のコメントとしましては、先ほど川渕さんから四つの領域のうち放射線被ばくリス

クに関しては放医研はやっているので見守るということでしたが、少し疑義を伝えておきま

す。二つありまして、一つ目がまずこの四つある領域、３ＥとＳ、セキュリティ、セーフテ

ィ、それから廃棄物、放射線被ばくリスクは、最初の三つは領域ごとに分かれるかもしれま

せん。放射線被ばくリスクは放射線防護は全てに関わるところです。ですから、これから前

の三つはワーキンググループなどをやられるかと思いますが、被ばくリスク、放射線防護、

それはしっかり取り扱ってもらわないと、そこを説明しなかったら、安全神話の逆戻りだと

理解していますので、しっかりその辺りは皆様方にもお伝えしておきます。 

  二つ目が放射線被ばくリスクを国民に説明していくことは、放医研だけの仕事かというこ

とです。当然、ほかの領域のこともありますし、放医研側というのは、推進側と当然そうで

はない側の峻別は当然重要になりますが、この領域は放医研この国は全て丸投げをしていま

す。あらゆる政府機関、あらゆるところが全て放医研に説明を求めている状態になっていま

す。 

  このようなことが起きているから、被ばくのリスク、放射線防護を説明できる人間が少な

かったというのが福島の大きな反省点だと私は思っています。 

  峻別、距離感をしっかりとってもらいながらも、それぞれのところでも説明してもらいな

がらも、放医研に協力を求めるのであればそれなりのものをしてもらわなければ困るという

ことです。 

  我々原子力規制庁に文部科学省の一部とそれから保安院の一部がくっついて我々はできて

いますが、放射線防護の分野は私たちは所管していますけれども、一方で、放医研の交付金

であるとか評価、財源がほとんど文部科学省に握られているのが現状であって、このような

課題をかけられても多分放医研も対応仕切れないと思いますので、その辺のこともよく考え

ていただければと思います。 

  そのようなことを先に言った上で、私たちが放医研に委託している事業で今回の取組に関
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係がありそうなものをお話ししたいと思います。 

  これは私たちが平成２６年度から委託事業として始めているものでして、放射線対策委託

費というもので、放射線防護基準等の情報収集・発信事業というものです。これはナレッジ

とデータベースを合わせたナレッジベースというものをつくっていくというものです。こち

らは川渕さんから御説明がありましたが、全ての階層のカバーではなくて、基本はこの階層

で言うと２から４までで、ポリシーメーカーが対象となります。ポリシーメーカーを主たる

対象としておけば、リテラシーの高い一般の方々も見るにたえるものになるし、興味の強い

方は見ていただける、最初から１００パーセント一般の方向けではないことは先に言ってお

きます。 

  中身としては、ウィキペディアみたいなものをイメージしていただければいいと思います。

放射線防護のこういうプロジェクトはいろいろ音楽になぞらえることが多いので、シラベと

いう名前にしているところです。ウィキペディアのようなものであって、基本的なタームや

政策もそうですし、国際会議もそうですし、そんなところから検索をかけていくと、それに

付随する情報が見えてくる、ネットワーク化された情報が見えてくるようなものをつくろう

としているところです。 

  今は、専門家向けだけに限定的に見える状態、公開とは言えないと思います。限定的にア

クセスできる状態にしていまして、チェックをしておりまして、平成３０年度に一般公開し

ていこうということを今考えているところです。 

  現在の課題としては、大きく三つくらいありますが、そもそも何を載せるかということで

すが、何を載せるかということは専門家の委員会をつくってそこで議論して載せてもらって

います。 

  二つ目は技術的なことになりますが、著作権の扱い。三つ目は本質的なことになると思い

ますが、現在社会ではメカニズム論でない科学というものがあって、疫学や統計学をものに

したことによって複雑系の世界を科学の世界に取り込めたことになります。私たちの放射線

防護や被ばくリスクは疫学や統計学が基になっていますので、他方、これは分かりやすい客

観的な科学ではなくなっているわけです。 

  そのようなものの科学的な知見、私たちは科学だと思っていますが、科学的な知見をどう

いうふうに選んで載せるかというのは非常に難しい作業で、今も議論をしているところです。

つまり疫学や統計学の世界だと、イエスもノーも両方あるような見解は多々出てきます。そ

れをどうやってジャッジするかは難しい課題だと思っていますので、これは委託先の放医研
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と我々でよく議論しながら検討しているところです。 

  最初に、注意点だけ述べましたけれども、このような取組をしていまして、私たちは基本

的に原子力規制庁、原子力規制委員会、規制を中心としていますが、他方放射線防護という

ことも大きな仕事としていますので、それでＴＳＯと放医研と組んでこの仕事をさせていた

だいているということです。 

  最初の方に幾つか言いましたスタンスの話、それからほかの領域においても放射線防護や

被ばくリスクを考えていただく必要があるでしょうということ。放射線被ばくリスクという

領域自体もどうするかというのは少し検討の余地があると思っていて、これは私たちの委託

事業及び放医研の本来事業だけでカバーしきるというのは少し難しいかと思います。 

  一番のワーストとしては、１年後に呼び出されて、これちゃんとやっていますかと言われ

るのが一番困ると思っていますので、その辺の配慮をいただければと思います。 

（岡委員長）規制の独立性についてはよく理解しているつもりです。関係者がよく理解すべき

は、知識基盤は利用も規制も共通と言うことです。利用側と一緒にやって、成果を規制側が

独立に解釈し、利用するのが国民負担と便益の点でよいのではないでしょうか。米国はそう

なっています。なお放医研は放射線治療なども行っていますので、全体が規制側であるとい

うわけではないです。 

  米国のＮＲＣの安全の情報は非常によくできていて、英語で出ています。逆に、米国の産

業界の方は安全の情報はそこに頼っていて、ちょっと言い方は変かもしれませんが、安全の

説明を自分でしていないと私は感じています。 

  安全の説明を自分でしながら利用の説明をするというのはなかなか心理的には難しい。米

国は役割分担がよくできていると。日本は目指すべき方向がそこにあるかもしれないですが、

今のところはまだそこまできていないので、ＮＲＲＣさんもいるし、電力さんの方にも安全

情報がたくさんあるので、それはそれで出ていくようにしないと間に合わないというふうに

理解しています。 

  規制の独立性というのも極めて重要だと思っていまして、それに対して何か意見を言いた

いということはございません。 

（松野課長（エネ庁））資源エネルギー庁原子力政策課長の松野でございます。 

  今日、こういう形で国民とのコミュニケーションというか、情報発信の御議論をいただい

て、大変意義深いものだと感じておりますけれども、私ども、今、足元で現場の再稼働とい

うことで取組をしておりますけれども、それを進める意味でもこういう国民の御理解という
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のがなくては当然できないということだと思いますので、当然足元の取組もそうですけれど

も、将来に向けてもしっかりと、我々自身もそうですけれども、事業者さんと一緒になって、

是非いい形で進めていけたらと思っております。 

  先ほど、委員長からも御指摘があった政策情報につきましては、なかなか我々もうまい形

で出せてないというふうに反省するべき点が多いと思ってやっております。審議会などで議

論したものを今ホームページで公開しておりますけれども、委員長から御指摘があったよう

に、資料をそのままホームページに載せているだけで、それをどういう意味を持つのか、ど

ういうことなのかという解説がいまひとつうまくできてないという反省をしているところで

あります。 

  足元、まだそんなに大きな取組にはなっておりませんけれども、分かりやすい形で政策の

足元の動き、そしてどういうことを将来に向けてやっているのかということをここで言えば

第１層目、一般向けという形でも分かりやすい形で解説文みたいなものをつくりながら、あ

わせて資料を見ていただくような、そういう工夫もやりながら少しでもこの政策の動きを分

かっていただけるように、工夫しようと思ってやっているところでございます。 

  ちょっとまだ全然十分ではないということだと思っておりますので、今後一生懸命工夫し

ながら進めていきたいと思っています。 

  二つ目、今もいろいろな御議論がありましたけれども、今日も各事業者さん、研究の立場、

いろいろな立場からの動きを御紹介いただき、大変私も参考になりました。いろいろなお立

場からいろいろな視点からいろいろな情報を出していただいているということだと思います

けれども、やはりそういったものをいかに有機的につなげていくのかが政策的にも国民の

方々に理解していただくためにも重要だろうと思っておりますので、我々資源エネルギー庁

としても、世の中に出ている情報をいかに紡いでいくかということが政策当局としても一つ

の役割だろうと思っておりますので、この原子力の情報提供の在り方というのは、そういう

意味でもしっかり工夫をしていきたいと思っております。 

  もう一つ、ちょっと今日の議論とは少し離れますが、我々自主的な安全の取組ということ

で、電力の事業者さん、メーカーさん含めて御議論をさせていただいておりますけれども、

当然規制に応えるということは当たり前として、更にその安全性の高みを求めて追及してい

くというところについて、事業者さんとともに議論をさせていただいておりまして、その中

でも電事連さん含めてお考えいただいておりますけれども、いろいろな形で技術の分析につ

いてしっかり足元で研究をしていただいた上で、それを国民の皆さんに分かりやすい形で御
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提供していく。 

  専門家の方に向けてもそれを提供し、更に専門家の間でも議論を深めていただくというこ

とをやっていただきながら、安全性に対する知見、更に技術革新みたいなものを進めていく

ということをお考えいただいているところであります。こういった自主的な安全の取組、そ

ういったことについても、今、足元では動きを始めていただいているということでございま

すので、私どももこういったことに期待をしながら、少しでも国民の皆様に原子力のいろい

ろな情報についての御理解をいただけるようにしっかりと取り組んでいきたいと思っている

ところでございます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  皆様から何か御質問とか御意見はございませんか。 

（中西委員）先ほどの規制庁の方のお話、非常にごもっともだと思います。放射線防護という

ことは一般の人たちがものすごく興味を持つところです。スウェーデンのＳＳＭでは例えば

先ほど疫学と統計に頼るとおっしゃったのですが、そうではなくて、そこも大切なのですけ

れども、実際にこういうことをやれば科学的根拠の上で規制ができるとか、いろいろなこと

を実際に委託したり、集めようとしています。放射線防護のために今ある情報を集めるだけ

ではなくて、こういうことに基づいてこういう規制をするべきだから、こういう研究といい

ますか、こういう実施が必要だとか、こういう技術が必要だとか、そういうような全体を俯

瞰したような形でのＱＳＴ、放医研だけではないかもしれませんが、そういう取組というの

はされているのでしょうか。 

  ３０年に向けてということで、まだ時間があるようですが、いろいろできるのではないか

と思って。 

（寺谷調整官（規制庁））今のお話、自ら研究、研究を進行するということですか。そのよう

な取組を実はしております。というのは、もともと私たちは原子炉を中心としたところの規

制を合理的、もしくは強化するための研究、それはずっとやってきているところです。 

  他方、放射線防護という方に視点を当てまして、正に今年度から放射線防護に関係する研

究事業、新しい事業が始まって、予算が２億から３億程度ですけれども、正に今年度から立

ち上がってきているところです。私たちも炉の規制だけではなくて、より広い放射線防護と

いう観点からも研究、進行しています。 

  一方、まだ額も小さいということもありますから、我々しっかりやって、結果も出しなが

らと思っていますが、実はこの辺は本来放医研やＪＡＥＡの交付金でもやっていたところで
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すので、その辺りしっかり文部科学省に支えていただきたいなと思っています。あとはそれ

を全体的に、やりっぱなしにするのではなくてオーガナイズしていくということは、特に防

護側、規制側からの重要なミッションだと認識しています。 

（中西委員）ありがとうございました。 

（岡委員長）そのほかございますか。 

  関連で申し上げますと、この先にはコミュニケーションがあると。今やっているのはコミ

ュニケーションのインフラ作成のところです。政策情報と根拠情報、それがないとコミュニ

ケーションは効果が上がらない恐れがあるとおもいます。日本はこれが弱いからやりません

かというのが基本的な提案の趣旨です。 

  英国がすごく参考になると思います。日英対話はいろいろやっているのですが、英国は８

０年代、王立協会が国民の理解を図るということでいろいろなレポートを出して、その後に

いろいろな経験をしました。ＢＳＥ問題はうまく対応できなかったのですが、最近、英国の

情報を見ているのですが、非常にいい文献があって、日本では今後の話ですが、イン・ザ・

パブリック・アイというのがあります。パブリックエンゲージメント、国民・公衆関与、日

英対話は２０１４年２月に日本で行ったステークホルダー・インボルブメント、これをステ

ィーブ・ロビンソンさんというコンサルタントが非常にいいことを言っています。ステーク

ホルダー・インボルブメントの原則で、事実を教えてはいけない、事実を伝えようとしては

いけないとありました。これは我々が考えていたのと全然違います。何に公衆が関心がある

かを知る。攻守に情報を見つけてもらうようにする必要があるということでした。 

  ですから、Ｐｕｌｌ型のコミュニケーションというのを我々がよく理解する必要がある。

ステークホルダー・インボルブメントの本質は何か。信頼構築だということ。コミュニケー

ションは地元、国民全体、いろいろなレベル、それからまたいろいろなステークホルダーが、

それぞれの関心があるところがあります。多様な問題です。 

  英国はこの問題をすでにいろいろ考えているから、参考になることがありますということ

を皆さんに申し上げたいと思います。ザ・パブリック・アイを読んでいただければ有り難い

なと思います。 

  そのほか何かございますか。 

（川渕企画官）御質問よろしいでしょうか。 

  寺谷様におかれましてはコメントありがとうございます。 

  規制庁というか原子力規制委員会との関係では、やはりこういう距離感は保ちながらも放
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射線についてはいろいろな層に関係することから、例えばＡＴＯＭＩＣＡ等でも検討する際

には配慮していく必要があるだろうということかと思います。 

  資源エネルギー庁におかれましては、今回のメイントピックではなかったですが、政府側

の政策情報の開示というところで、原子力委員会からメッセージをくみとっていただいてあ

りがとうございます。 

  本日まとめたいところが２点ございます。まず１点目が、一番最初に竹内様からも御提案

がありましたけれども、各ワーキンググループは、特に三つのワーキンググループに関して

は、上の二つ、Ｓと３Ｅについては電事連さんからお声がかかるので、声をかけていただく

と思いますので、是非動かし始めていただきたいということかと思います。 

  廃棄物の部分につきましては、こちらにおります島上の方と相談していただいて、ＮＵＭ

Ｏさんを交えて相談していただいて動かしていただくということかなと思っております。Ｎ

ＵＭＯさんかもしくは我々の方から声がかかるかもしれませんが、是非よろしくお願いいた

します。 

  一方で、全体の協議会、ＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡにも関係してきますけれども、我々と

しては一応概算要求しております。そういう意味においては、ＪＡＥＡさんの御提示された

予算がないよということに関しては、まず来年度に関しましては配慮できるかなと思ってお

りますので、ＪＡＥＡさんの御提案を踏まえて、何らかのことは考えていく必要があるかと

思っております。こちらにつきましては、協議会については電事連さんとＪＡＥＡさんで音

頭をとっていただければと思っております。 

  予算が来るのはまだ先の話で、一方でシステムの運営自体は当然ながらこれでは足りない

ということもありますので、御検討いただく必要があるかなと思っています。 

  ２点目としては、本日は事実上、前回１２月１日の見解の第１回目のフォローアップとい

う形になっております。機関において差はあれども、ある程度進んでいただいていると認識

しておりますけれども、これが今度つながっていく状況、各ワーキングでつながっていく状

況及びＡＴＯＭＩＣＡをどうするかみたいな話も次のフォローアップでさせていただきたい

と考えているところで、これは２点目でございます。 

  特に、１点目につきましては、資料１－２で大体こんなようなイメージということで提示

させていただいているところでございます。皆様に御異論がなければ進めていただければと

思っております。よろしいでしょうか。 

  では、ワーキンググループ及び協議会については進めていこうということで進めさせてい
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ただきます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  今日、おいでいただいている方で、御発言いただいてない方で何かございましたらお願い

します。 

  学会の岡嶋様、何かございますか。 

（岡嶋副会長（原子力学会））学会の方はこの前からも申しておりますけれども、ここで示さ

れているように、どちらかというと専門をやっているところになっているかと思っています。

解説、報告書のところは学会誌の方を積極的に公開の方向で進めておりまして、その段階に

あるというところで、以前御報告しているものより早い時期に公開というところで進んでい

るというところだけ申し添えておきまして、ここの関わり方については学会全体で少し協議

してまた対応させていただきたいと思います。 

（岡委員長）宮沢様は何かございますか。 

（宮沢氏（エネルギーコンサルタント））この会議に出席する前に、ちょっと懸念していた政

策情報の取扱いについて、先ほどもちょっと規制庁さんとかそれからエネ庁さんからも話が

ありましたけれども、やはり政策情報と学術情報というのは少し分けて考えて整理していか

ないと、やや混乱するかなということで、川渕企画官のつくられた絵の中でも少し不安に思

っていたのですが、今日こういう議論ができたので、多分次回の議論のときにはこの辺をど

うまとめていったらいいかという、そういうことも少し議論してもいいのではないかという

ふうに思いました。 

  それから、それ以外のところではそれぞれの機関の方々がおやりになっている体系化とい

う一種の技術的な手法を駆使してやるというのは、これは大変な作業かと思いますけれども、

やはり岡先生がときどきおっしゃっている外国のＮＲＣだとかあるいはＥＵ、イギリス、そ

ういったところの例が少しは参考になるかなという、そんな感じもいたしました。 

  ということで、体系化するということはこれからも時間をかけてやっていかなければいけ

ないと思いますけれども、そういったところを参考にされたらいかがかなと、そんな感じが

しております。 

  それから、最後にもう一つ、ＰＯＳＴ ＡＴＯＭＩＣＡ、ＡＴＯＭＩＣＡのことを継続し

て、充実していくという、これは私もかなり便利に使わせていただいておりますので、これ

には早急に着手していただいて、どんどん前に進めていただきたい、そういうふうに期待し

ております。 
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（岡委員長）ありがとうございました。 

  放医研の吉永様、何かございますか。 

（吉永氏（放医研））ほとんど寺谷様から御紹介していただいたので、追加で放医研のナレッ

ジベースに関しては、昨年度はサイトポリシーであるとか編集方針を整備いたしまして、来

年度の本格的な公開に向けて一生懸命やっている状況であります。 

（岡委員長）先ほど川渕企画官がまとめたとおりですが、何か特に御意見はございますか。 

（多田部長（電工会））日本電子工業会の多田でございます。 

  私どもは何も資料を準備せずに誠に申し訳ございませんでした。私どもは皆様方がやって

おられるような情報公開みたいなことを余り積極的にやってきていないという反省も踏まえ

て、今後、このようなワーキンググループがうまく立ち上がって進むようになりましたら、

これまでの反省も踏まえてどういう出し方ができるか、ちょっとメーカーとして設計情報を

どこまで出せるかというのは、非常にセンシティブなところもあるので、難しいところがあ

りますけれども、そういったことも踏まえながら御協力させていただきたいです。積極的に

やらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  それでは、よろしいでしょうか。 

  それでは、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。よろしく

お願いします。 

  議題２について、事務局から。 

（林参事官）それでは、議題２のその他でございますが、今後の会議予定でございます。 

  第３８回の原子力委員会の開催につきましては１０月３１日火曜日１３時半から、中央合

同庁舎８号館５階の共用会議室で行います。 

  議題といたしましては、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電

用原子力炉の設置変更許可についての諮問と阿部原子力委員会委員の海外出張でございます。

議題の追加、変更等がある場合は、原子力委員会ホームページ等の開催案内をもってお知ら

せいたします。 

  以上でございます。 

（岡委員長）そのほか、委員から何か御発言はございますでしょうか。 

  それではないようですので、これで委員会を終わります。 

  ありがとうございました。 


